
【学校だより 10 月号】 

不登校児童及び学級閉鎖等に対応した「学びの保障」の取組について 

校長 谷口源太郎  

 本校では、令和 3 年 4 月から「教育の情報化」「エドテック」の取組を意図的・計画的にこの

3 年間進めて参りました。これから訪れる高度な情報化社会、デジタル社会の中で子どもたちが

よりよく生きていけるために取り組んできています。そのような子どもたちを育てるためには、

先生方が膨大に膨れ上がったこれまでの業務を見直し、子どもたちとしっかりと向き合いながら

きめ細やかにかかわれる時間を確保しなければなりません。「学校における働き方改革」も同時

に進めてきたところです。これまで時間と手間をかけていた業務をペーパーレス化したり、デジ

タル化したりすることで業務の簡素化や効率化を図ってきたところです。 

今回は、誰一人取り残すことなく取り組んでいる「学びの保障」の取組を紹介します。 

   

 

1つ目の「学びの保障」は、現在不登校

の状況にある児童への対応です。本校にも

数名の不登校の児童がいます。不登校と

は、病気や経済的な理由を除いて年間 30

日以上の欠席がある場合に認定されてい

ます。このような子どもたちが学校に登校し

なくてもしっかりと学習ができるようにするた

めに、学校で行っている授業を家庭へも配

信して授業を行えるようにしています。 

 

 

 

 



 2 つ目の「学びの保障」は、コロナ感染症やインフルエンザ感染により学級閉鎖等になり、子ど

もたちが自宅待機になったときの「学びの保障」として行うオンライン授業、ハイブリッド型（対

面授業とオンライン授業を組み合わせた）オンライン授業です。 

   

   

 上に示した 4枚のスライドは先日9月 26日（火）から 28日（木）の 3日間、3年生 2クラスと

6年生 1クラスがインフルエンザ感染拡大により学級閉鎖になったときに行ったオンライン授業の

様子です。6年生は全児童にタブレット端末を持ち帰らせて、学校と家庭をオンラインで結び授業

を行いました。朝の健康観察から始まり、ほぼ通常通りの時間割で授業を担任が行いました。その

授業の様子をタブレット端末カメラで撮影しながらweb会議システムで配信しました。本校では、

昨年度までにコロナ禍により数回、このような形でのオンライン授業を行ってきています。このよ

うな状況になっても誰一人取り残すことなく、「学びの保障」を行っています。 


